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青
山　
　

晋　

議
員
（
公
明
党
）

カラー舗装やイメージ狭さくなどを施した通学路（一小）

質
問
文
は
、
質
問
者
本
人
が
２
０
０
文

字
以
内
で
執
筆
し
た
原
文
を
そ
の
ま
ま

掲
載
し
、
答
弁
は
内
容
を
要
約
し
て
掲

載
し
て
い
ま
す
。

防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
を
進
め
た
い

町
長

質
問　

現
都
知
事
が
公
約
で
掲
げ
た

治
安
対
策
の
一
環
で
、
今
年
度
か
ら

都
内
の
全
小
学
校
の
通
学
路
に
防
犯

カ
メ
ラ
を
設
置
す
る
事
業
を
５
カ
年

計
画
で
実
施
す
る
。
都
は
希
望
す
る

区
市
町
村
教
育
委
員
会
を
募
集
し
、

対
象
校
を
決
定
す
る
。
プ
ラ
イ
バ
シ

ー
侵
害
の
懸
念
も
あ
る
が
、
防
犯
カ

メ
ラ
の
設
置
は
犯
罪
抑
止
に
効
果
的

と
考
え
る
。
そ
こ
で
通
学
路
の
安
全

対
策
に
つ
い
て
次
の
３
点
を
伺
う
。

問
①　

交
通
安
全
の
面
か
ら
は
。

町
長　

24
年
度
は
通
学
路
の
安
全
点

検
を
行
い
、
警
告
看
板
の
設
置
な
ど

改
善
を
行
っ
た
。
カ
ラ
ー
舗
装
、
イ

メ
ー
ジ
狭
さ
く
、
ガ
ー
ド
パ
イ
プ
な

ど
の
設
置
は
実
施
し
て
い
る
。

問
②　

防
災
面
か
ら
は
。

町
長　

危
機
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
大

雨
時
の
土
砂
災
害
対
応
を
織
り
込
み

指
導
を
行
っ
て
い
る
。

問
③　

防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
は
。

町
長　

都
は
、
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
推

進
に
あ
た
り
、
設
置
要
綱
を
示
す
と

し
て
い
る
の
で
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保

護
に
つ
い
て
も
指
針
が
示
さ
れ
る
も

の
と
思
う
。
町
と
し
て
も
教
育
委
員

会
と
相
談
し
、
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
を

進
め
た
い
。

議
員
名
の
あ
と
の
（　

）
は
、

会
派
の
名
称
で
す

通
学
路
の
安
全
対
策
に
つ
い
て

質
問

現
都
知
事
が
公
約
で
掲
げ
た

治
安
対
策
の
一
環
で
、
今
年
度
か
ら

都
内
の
全
小
学
校
の
通
学
路
に
防
犯

カ
メ
ラ
を
設
置
す
る
事
業
を
５
カ
年

計
画
で
実
施
す
る
。
都
は
希
望
す
る

区
市
町
村
教
育
委
員
会
を
募
集
し
、

対
象
校
を
決
定
す
る
。
プ
ラ
イ
バ
シ

メ
ー
ジ
狭

ど
の
設
置

問
②

防

町
長

危

雨
時
の
土

指
導
を
行

問
③

防

路
の

通
学
路

■賛否の分かれた陳情 採…採択　不…不採択

陳　情　名
自　　　民 公　明 住民 改革 武共産 民主 審 議

結 果

不 不 不 不 不 不 不 不 不 採 採 不 採 不 採 不採択
26陳情第3号
医療・介護総合法案による介護保険制度
の見直しを行わないよう国に対して意見
書を提出していただくこと

小川 下野 近藤森 原 尾作 小池 小野 大坪 高橋谷青山 齋藤小山髙水

※議長は、採決に加わりません
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情
審
議

陳
情
審
議

●
ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎
患
者
に
対
す
る
医
療

費
助
成
の
拡
充
に
関
す
る
陳
情

審
議
結
果　

採
択

審
議
結
果　

不
採
択

東
京
肝
臓
友
の
会　

理
事
長　

赤
塚　
　

堯

全
国
B
型
肝
炎
訴
訟
東
京
原
告
団

　

代
表　
　

岡
田　

京
子

薬
害
肝
炎
訴
訟
東
京
原
告
団

代
表　
　

浅
倉
美
津
子

全
国
B
型
肝
炎
訴
訟
東
京
原
告
団

副
代
表　

伊
藤　

浩
之

●
医
療
・
介
護
総
合
法
案
に
よ
る
介
護
保

険
制
度
の
見
直
し
を
行
わ
な
い
よ
う
国

に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
し
て
い
た
だ

く
こ
と

　

こ
の
ほ
か
に
２
件
の
陳
情
を
議
員
参
考

配
布
と
し
ま
し
た
。

東
京
保
険
医
協
会

会
長　
　

拝
殿　

清
名

自民：自民新政会　　公明：公明党　　住民：住民と自治の会　　改革：改革みずほの会　　共産：日本共産党　　武：武の会　　民主：民主党

議会から国へ議会から国へ
̶ ̶意見書を提出

■ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成等の支援拡充を求める意見書
　わが国においてウイルス性肝炎、特にＢ型・Ｃ型肝炎の患者が合計350万人以上とされるほど蔓延しているのは、国の責めに
帰すべき事由によるものであるということは、肝炎対策基本法や「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によ
るＣ型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」、「特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に
関する特別措置法」でも確認されているところであり、国の法的責任は明確になっている。
　ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成は、現在、肝炎治療特別促進事業として実施されているが、対象となる医療が、Ｂ型・
Ｃ型肝炎ウイルスの減少を目的とした抗ウイルス療法であるインターフェロン治療とＢ型肝炎の核酸アナログ製剤治療に限定さ
れているため、医療費助成の対象から外れている患者が相当数にのぼる。特に、肝硬変・肝がん患者は高額の医療費を負担せざ
るを得ないだけでなく、就労不能の方も多く、生活に困難を来している。
　また、現在は肝硬変を中心とする肝疾患も身体障害者福祉法上の障害認定（障害者手帳）の対象とされているものの、医学上
の認定基準がきわめて厳しいため、亡くなる直前でなければ認定されないといった実態が報告されるなど、現在の制度は、肝炎
患者に対する生活支援の実効性を発揮していないとの指摘がなされているところである。
　他方、特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の制定時（平成 23 年 12 月）には、「とりわけ肝硬
変及び肝がんの患者に対する医療費助成を含む支援の在り方について検討を進めること」との附帯決議がなされた。しかし、国
においては、肝硬変・肝がん患者に対する医療費助成を含む生活支援について、何ら新たな具体的措置を講じていない。
　肝硬変・肝がん患者は、毎日多くの方が亡くなっており、医療費助成を含む生活支援の実現は、一刻の猶予もない課題である。
　よって、瑞穂町議会は、下記事項を実現するよう強く要望する。

１．ウイルス性肝硬変・肝がんに係る医療費助成制度を創設すること
２．身体障害者福祉法上の肝機能障害による身体障害者手帳の認定基準を緩和し、患者の実態に応じた認定制度にすること

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
　平成26年6月13日

東京都西多摩郡瑞穂町議会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣　宛

陳情採択による「ウイルス性肝炎患者に対する医療費助
成の拡充を求める意見書」を可決したため、国に対し、
意見書を提出するものです。


